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第十七条

に関し、9
この項の( )から( )までに掲げる権利は、日本国憲法の規定により、日本国の裁判所におい1 a e

て裁判を受けるすべての者に対して保障されている。これらの権利のほか、合衆国軍隊の構成員
若しくは軍属又はそれらの家族で日本国の裁判権の下に起訴されたものは、日本国の裁判所にお
いて裁判を受けるすべての者に対して日本国の法律が保障するその他の権利を有する。前記のそ
の他の権利は、日本国憲法により保障されている次の権利を含む。

( )その者は、自己に対する被疑事実を直ちに告げられ、かつ、直ちに弁護人に依頼する権利をa
与えられなければ、抑留又は拘禁されない。また、その者は、正当な理由がなけれは、拘禁され
ず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなけ
ればならない。
( )その者は、公平な裁判所の公開裁判を受ける権利を有する。b
( )その者は、自己に不利益な供述を強要されない。c
( )その者は、すべての証人を審問する機会を十分に与えられる。d
( )その者は、残虐な刑罰を科せられることはない。e

合衆国の当局は、要請すれば、いつでも、合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家2
族で日本国の権限の下に拘禁されているものに接見する権利を有する。

合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族で日本国の裁判権に基づいて起訴された3
ものの裁判に合衆国政府の代表者が立ち会うことに関する ( )のいかなる規定も、裁判の公開9 g
に関する日本国憲法の規定を害するものと解釈してはならない。


